
社会福祉法人 山家連福祉事業会 
役員及び評議員等の報酬等に関する規定 

 
（趣旨） 

第 1 条 この規定は、役員、評議員及び評議員選任・解任委員の報酬等に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

（報酬等の支給） 

第 2 条 役員には勤務形態に応じ、次の報酬等を支給する。 

（１）理事長は報酬を支給する。 

（２）理事長以外の役員、評議員及び評議員選任・解任委員は勤務（理事会、評議員会、評議員選

任・解任委員会開催等）に応じ日当を支給する。 

（３）常勤職員兼務の役員には報酬等は支給しない。 

 

（報酬等の算定支給方法） 

第 3 条 理事長及び理事長以外の役員、評議員並びに評議員選任・解任委員への報酬等は次の通り

とする。 

（１）理事長の報酬は、月額３０，０００円とし、月末に現金にて支払う。 

（２）理事長以外の役員、評議員及び評議員選任・解任委員は、日当２，０００円とし、理事会、評

議員会及び評議員選任・解任委員会等が開催された時に現金にて支給する。 

２ 法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 

３ 常勤職員以外の役員、評議員並びに評議員選任・解任委員には、自宅から理事会、評議員会及び

評議員選任・解任委員会の開催地及び目的地までの交通費を、鉄道運賃により現金にて支給する。 

 

（報酬等の日割計算） 

第 4 条 理事長の報酬は月額とし、月の途中で就任し、又は退任した場合の報酬額についても定額

とする。 

 

（規定の変更） 

第５条 この規定を変更しようとするときは、評議員会及び理事会の決議を得て行わなければなら

ない。 

 

附則 
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